
↓ ↓ ↓ ↓

周知の埋蔵文化財包蔵地の場合 周知の埋蔵文化財包蔵地にまたぐ場合 　周知の指定文化財・埋蔵文化財包蔵地でない場合 指定文化財の範囲である場合

↓ ↓ ↓ ↓
①市教育委員会との協議

（市教育委員会による試掘確認調査等）
①市教育委員会との調整

（現地踏査、試掘確認調査の必要性の有無）
①工事着工 ①市教育委員会との調整

（現状変更内容について協議）

↓ ↓ ↓

　◆届出の提出 　◆包蔵地範囲の確認 ☆工事施工中に遺跡の発見があった場合 　◆現状変更申請

②岐阜県知事へ以下のとおり通知が必要
（市長名で）
文化財保護法第93条　「埋蔵文化財発掘
の通知」（２部作成し市教育委員会へ提
出）
・工事着工2ヶ月前まで（60日前まで）に提
出
・この時点で埋蔵文化財の保護措置につ
いて市教育委員会と協議する。       

②包蔵地内の調査結果により、市教育委
員会が試掘調査が必要と判断した場合
は、事業者へ依頼、発掘調査承諾書の提
出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試
掘の結果、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
/・遺跡が確認されなければ、工事着手

　・遺跡が確認された場合
 (遺跡範囲の変更を経て届出提出）

工事中断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②市教育委員会へ遅滞なく報告
岐阜県教育長へ以下のとおり通知が必要
（市長名で）
文化財保護法第97条　「遺跡発見の通
知」の提出（２部作成し市教育委員会へ
提出）

②指定文化財は、市、県、国指定のもの
があるため、それぞれの許可権者に対し
申請を行う。（市長名で）

文化財保護法第125条第１項
岐阜県文化財保護条例第５条の３　等
（詳細は市教育委員会に確認する）

↓ ↓ ↓
③岐阜県知事からの指導 ③岐阜県知事からの指導 ③許可権者からの許可

↓ ↓

↓ ↓ ↓

　発掘調査 工事立会 慎重工事対応

④事業者負担により市教育委員会による
発掘調査、記録保存

④市教育委員会の工事立会により記録
保存

④埋蔵文化財に影響を与えないように慎
重に工事を実施

↓
　発掘調査終了

文化財保護法に係る文化財の取り扱いについて<民間工事>
・工事担当者は、指定文化財・埋蔵文化財包蔵地確認依頼書（照会書）を市教育委員会に提出
 （市教育委員会社会教育課　文化・スポーツ振興係と協議）

・文化・スポーツ振興係担当職員による現地踏査
※本巣市では、現在市内詳細遺跡分布地図を作成中であるため、対象地について社会教育課埋蔵文化財担当職員が現地踏査を行い確認する。このため回答にまで時間を要
する場合があるため、できるだけ早期に相談すること。

↓

市教育委員会より回答

工事内容や遺跡の状況により岐阜県知事から勧告（「岐阜県発掘調査等適用基準」）

⑤工事施工

・その後の指定文化財の取扱いについて
は、市教育委員会の指導に従う。


